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 平成２６年第９回 

幸手市教育委員会定例会会議録 

召 集 期 日 平成 26 年９月９日（火）午前 10 時 00 分 

開 会 場 所 さかえ小学校 会議室 

開会の日時・宣告者 平成 26 年９月９日（火）午前 10 時 10 分 梨 本 松 男 

閉会の日時・宣告者 平成 26 年９月９日（火）午後０時 05 分 梨 本 松 男 

委

員

出

席 

状

況 

職  名 氏    名 摘 要 職  名 氏   名 摘 要 

委 員 長 梨 本 松 男 出 席 教 育 委 員 赤 川 昌 行 出 席 

職 務 代 理  石 井 澄 江 出 席 教 育 長 山 西 実 出 席 

教 育 委 員 巻 島 幸 男 出 席 書 記：大 竹 孝 典・熊 田 貴 子 

議 

 

事 

 

参 

 

与 

 

者 

職   名 氏   名 職   名 氏   名 

教 育 次 長 大 澤 一 男   

総 務 課 長 木 村 卓 朗   

学校教育課長  森 祥 一   

社会教育課長  小 川 伸 朗   

学校教育課副参事兼吉田幼稚園長  槇 島 玲 子   

公民館長兼勤労青少年ホーム館長  脇 谷 道 夫   

図 書 館 長 高 橋 彰 彦   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

会 議 事 件 名 顛             末 

開    会 

午前 10 時 10 分 

 

日程第１ 

前回会議録承認 

 

 

 

日程第２ 

議  事 

議案第３１号 

幸手市立小・中学校職員

服務規程の一部を改正

する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３２号 

幸手市文化財保護審議

会委員の委嘱について 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 開会を宣する。 

 

委員長 

 前回会議録の内容について質問を求める。 

≪質疑≫ 質疑なし。 

≪承認≫ 全員異議なく承認。 

  

学校教育課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫ 

職務代理 

 「配偶者同行休業」とは何か。 

学校教育課長 

 教職員夫婦の例で申し上げると、例えば海外の日本人学校

へ派遣となり、配偶者が同行する場合、今までは退職して

同行するしかなかった。しかし、これでは帰国して職を戻

す場合、採用試験を受け直す必要があったことから、配偶

者が同行する上で不利益を被ることがないよう休業扱い

と出来るよう改正されたものである。 

職務代理 

 同行者が教員であった場合のみ該当するのか。 

学校教育課長 

 教員に限らず全ての地方公務員が該当する。 

 ≪採決≫ 全員賛成により原案どおり議決。 

 

社会教育課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫ 

職務代理 

 文化財保護審議会委員の定員は何名か。 

社会教育課長 

 規則では、１５名以内と定めている。 

職務代理 

 現在の委員は８名だが、資料館の開設など市の歴史に力を

入れる時期にきていると思うので、委員の人数を増やして
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専決報告第８号 

教育長の専決処理に対

する報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙第１号 

委員長の選挙について 

 

選挙第２号 

委員長職務代理者の選

任について 

 

日程第３ 

行政報告 

１ 教育長報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財の審議をより一層充実させてほしい。 

 ≪採決≫ 全員賛成により原案どおり議決。 

 

総務課長 

 臨時職員及びパート職員の任免（給食調理員）について説

明する。 

≪質疑≫ 

職務代理 

 パート職員の任命に年齢制限はあるのか。 

総務課長 

 非常勤特別職については、７０歳までという規程があり、

これを目安にはしているは、パート職員への特段の定めは

ない。 

 

審議の結果、指名推薦により梨本委員が委員長に再任。 

 

 

協議の結果、石井委員が委員長職務代理者に再任。 

 

 

 

教育長 

 平成２６年第３回幸手市議会定例会一般質問（教育関係

等）に対する答弁要旨について説明する。 

≪質疑≫ 

赤川委員 

 「子育て日本一をめざす」取組として実施している「幸手

さくらの学びセミナー」について詳しく伺いたい。 

教育長 

 ９月から立ち上げた事業で、教育長や指導主事、優れた指

導力を持った各学校の教員が指導者となり、授業に支障の

ない教員が集まって、授業力の向上を目指した研修を行っ

ている。現在まで概ね８～９回の研修を実施している。 

職務代理 

 「子育て日本一をめざす」取組は、まだ始まったばかりで

実績も少ないが、そういった中でこの取組は大変すばらし

いと思う。学校によっては学力向上の成果が上がっている

ところもあるようなので、各学校が刺激をし合いながら学
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２ 事務局からの 

主要な報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力向上に向けた取組を今後も進めていただきたい。 

巻島委員 

 青少年問題協議会には、ＰＴＡ連合会会長として２年ほど

参加していたが、家庭や地域との連携があまりなかったと

記憶している。教育委員会がリードして、更に良い会議と

なるよう進めていただきたい。 

委員長 

 エアコンの設置については、今設置されている暖房器具と

入れ替える形で是非、進めていただきたい。 

 

総務課長 

 １ 平成２７年度市内小学校就学予定者の健康診断 

 ２ 幸手市学校情報セキュリティポリシーの策定 

 について資料により説明する。 

学校教育課長 

 １ 大会・コンクール等の結果 

２ ９月中旬から１０月中旬の主な行事 

３ 小学校修学旅行実施予定日 

４ 学校図書館協力員等の配置 

について資料により説明する。 

学校教育課副参事兼吉田幼稚園長 

 １ ８月の行事 

 ２ ９月の行事予定 

について資料により説明する。 

社会教育課長 

 １ 図書館の指定管理者制度 

 ２ 図書館香日向分館の整備 

 ３ 幸手市さくらマラソン大会 

 ４ 平成２６年度子ども大学幸手（全４回） 

 ５ 第２３回埼葛人権を考えるつどい 

  （人権啓発推進埼葛実行委員会） 

 ６ 平成２６年度幸手すこやか子育て講座 

 ７（仮）幸手市資料館 整備事業 

 ８ 体育施設利用状況 

 について資料により説明する。 

公民館長兼勤労青少年ホーム館長 

 １ ８月の主な行事 

 ２ ９月の主な行事予定 
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 ３ 各公民館の８月利用状況 

について資料により説明する。 

図書館長 

 １ ８月利用状況 

 ２ ９月事業予定 

 について資料により説明する。 

≪質疑≫ 

赤川委員 

 北公民館で９月に開催する避難誘導訓練の内容について

伺う。 

公民館長兼勤労青少年ホーム館長 

 ①通報訓練、②避難・誘導訓練、③消火訓練を行う。 

赤川委員 

 たまたま居た人も参加するのか。 

公民館長兼勤労青少年ホーム館長 

 当日、館内放送により貸館等利用者への案内はするが、参

加するのはシルバーの約１０名のみである。 

職務代理 

 幸手市さくらマラソン大会は、次回より「幸手市体育協会」

「特定非営利活動法人クラブ幸手」「幸手市」「幸手市教

育委員会」の４団体が主催者となるのか。 

社会教育課長 

 そのとおりである。 

職務代理 

 荒天等による大会中止の決定は、どの団体がするのか。 

社会教育課長 

 実際の運営は、実行委員会が決定する。今回、「幸手市」

と「幸手市教育委員会」が主催者に加わるのは、「幸手市

体育協会」と「特定非営利活動法人クラブ幸手」からの要

請を受けたもので、これは道路使用許可申請や運営スタッ

フの確保をスムーズにするためのものである。形として

は、従来どおり「幸手市体育協会」と「特定非営利活動法

人クラブ幸手」が主体となり、行政がサポートする形で考

えている。 

職務代理 

 夏季休業期間中に社会教育施設で開催する子供向け事業

が少ない。「子育て日本一をめざす」のであれば、もっと

多くの子供に参加してもらう必要があると思う。１０月に
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日程第４ 

協議事項 

次回定例会の日程

について 

 

 

日程第５ 

その他 

 

 

閉   会 

午後０時 05 分 

開催される「平成２６年度幸手すこやか子育て講座」では、

就学前の子供を持つ保護者に色々な気構えを持って教育

に取り組む想いを持っていただけるような講座にしてい

ただきたい。 

 また、社会教育施設の利用人数が全体的に減少傾向にある

ので、子供達が参加しやすい講座の開設や、市民がもっと

利用しやすい施設に改善するなど、対策を講じなければな

らないと思う。 

 図書館では、セカンドブックスタートの開始、香日向分館

の開設など様々な動きがあるので、先を見据えて取り組ん

でいただきたい。 

 （仮称）幸手市資料館整備に伴う施設改修計画書（素案）

について意見を述べる。 

 

委員長 

 各委員の意見を調整した結果、次のとおり決定する。 

第 10 回教育委員会定例会 

日時 平成２６年１０月１４日（火）午前１０時～ 

場所 第二庁舎２階 第２会議室 

 

総務課長 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律」の概要について、資料により説明する。 

 

委員長 

閉会を宣す。 
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他 特 に 重 要 

と 認 め る 事 項 

 

な  し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し相違ないことを証するため、ここ

に署名する。 

 

 

               平成２６年１０月１４日 

 

 

 

       委 員 長   梨 本 松 男 

 

 

       署 名 委 員   石 井 澄 江 

 

 

       署 名 委 員   巻 島 幸 男 

 

 

       署 名 委 員   赤 川 昌 行 

 

 

       署 名 委 員   山 西   実 

 

 

 

 

       会議録調整職員   大 竹 孝 典 

 

 

 

 


